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「富士見市公共施設個別施設計画第１期実行計画（改訂案）」に対する

意見募集の結果について 

令 和 ８ 年 ４ 月 ３ 日 

公共施設マネジメント課 

意見募集結果及び寄せられた意見に対する市の考え方について、次のとおり公表します。 

ご協力に感謝申し上げます 

【意見募集の集計結果】 

１ 意見募集期間 
令和８年１月２８日（水曜日）から 

令和８年２月２７日（金曜日）まで 

２ 意見の件数           １９件 

３ 意見提出方法 

ホームページ応募専用フォーム  ５件 

郵送 ０件 

ファクシミリ ０件 

直接持参 １件 

４ 反映状況 

Ａ 意見を反映し、案を修正したもの ０件 

Ｂ 既に案で対応済みのもの ０件 

Ｃ 今後の参考とするもの １４件 

Ｄ その他 ５件 

【募集意見】  （１９件） 

No 意見概要 市の考え方 
反映 

状況 

１ 市民説明会資料 P5 

１公共施設マネジメントの必要性 

（２）人口減少（人口構成の変

化）について 

資料では 2025 年：113,455 人から

2060 年：100,132 人とされていま

市民説明会で使用した人口推計

は、「富士見市人口ビジョン」

（令和 7 年 8 月策定）において、

子育て支援等を推進することで一

定の出生率を維持した場合の「将

来展望人口」を用いています。ま
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すが、これは現実的とは考えられ

ません。推計ですから幅があるわ

けですが、これは「この程度でと

どまってくれるのではないか」と

いう希望的数値ではないですか。

全国的にも国の推計よりもはるか

に速いペース人口減少は進んでい

ます。新庁舎の建設に対して 150

億円以上の投資をするための基礎

になる推計ですから、慎重に客観

的に推計し、最悪の場合を想定し

て考えるべきです。現状の推計は

何を根拠にどのように計算したの

かを公開してください。 

た、人口ビジョンの中では、国立

社会保障・人口問題研究所の人口

推計や、同推計を踏まえ、本市の

出生数の減少が継続した場合にお

ける「独自推計人口」も推計して

おり、様々なケースを想定し、施

策検討を行っているところです。 

なお、詳細な条件等については、

富士見市人口ビジョンを参照して

ください。 

https://www.city.fujimi.saitam

a.jp/shisei/04gyouseizaisei/sog

okeikaku/6th_kihonkoso/seisaku0

1202005131.html 

２ 市民説明会資料 新庁舎の計画概

要について概要の中には、「富士

見市らしさ」という表現があり、

また説明の中で市長から「費用の

縮減に努めてきた」という表現が

ありましたので、それらを含めた

建設計画について 

「富士見市らしさ」とは何を意味

するのか、具体的な「富士見市ら

しさ」とは何なのかを具体的に示

してください。市民の中に共通の

「富士見市らしさ」のイメージが

あるとは思えません。丸みのある

扇形の建物が「富士見市らしさ」

を表しているとはとても思えませ

んし、丸みのある扇形の建物が市

新庁舎建設基本設計では、市役

所、文化の杜公園、キラリ☆ふじ

み、中央図書館や市民総合体育館

といった公共施設が集積している

立地特性を活かすことで、富士見

市らしさを表現しています。具体

的には、ウラをつくらない全方位

に向いたコンパクトな建物形状を

採用することで、周辺施設との連

係によりエリア全体の魅力が向上

し、市の賑わいが連鎖する環境を

つくるものです。例えば、１階に

設置する多目的スペースは、様々

な使い方ができるようにすること

で、文化芸術活動などの市民活動

の場としての利用や、ふるさと祭
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民生活を豊かにするものではない

でしょう。必要以上のデザイン性

に対して税金の無駄遣いになるの

ではないでしょうか。富士見市は

京都や鎌倉のような観光都市を目

指してませんよね。  

りなど文化の杜公園を中心に行わ

れるイベント時には、公園側の大

開口ガラス扉を開放し外部と一体

的に利用することができるなど、

賑わいや市民交流、様々な富士見

市らしさを表現する場として整備

します。 

また、ご指摘の建物形状について

は、デザインのみを理由にしたも

のではなく、敷地などの諸条件を

踏まえ、他の形状と比較を行った

結果、緩やかなカーブ部分を直線

でつなぎ多角形とすることで面積

効率や費用面においても優位性が

あると判断したため、現在の形状

に決定したものです。 

３ 市民説明会資料 新庁舎の計画概

要について 

市民が必要としているのは自治体

としての円滑な行政業務の遂行で

あって庁舎の建物ではありませ

ん。市役所として機能面から見た

必要十分条件を満たす建物はどん

なものなのか、30 年後、40 年後を

想像して反対側から見た検討も並

行して進めるべきです。費用に関

しては、5 億円程度の縮減をした

とのことですが、現状の案をやめ

て四角い直方体の建物にすれば工

期も短くなり、十億円単位で縮減

新庁舎は 80 年使うことを想定し、

現庁舎が抱える課題の解消だけで

なく、将来を見据えた視点をもっ

て整備を進めることとしていま

す。基本設計においても、DX 化を

見据え、時代の変化に対応できる

ように柔軟性等を確保し、執務エ

リアはレイアウト変更にも柔軟に

対応できるフラットなつくりとし

ています。 

ご指摘の建物形状については、面

積効率や費用面においても優位性

があると判断しています。事業を

進めるにあたっては、事業費の抑
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できるでしょう。くれぐれも一時

的な勢いで税金を無駄にしないよ

うにすることは必須です。 

制が図れるよう、引き続き高いコ

スト意識をもって事業を推進して

まいります。 

４ 公立保育所の統合計画について 

保育環境の良好な維持もしくは向

上のため、保育所は第五も第三も

残した方が良いと考えます。 

少子化が進んでいるとはいえ、共

働きが増え、保育所利用者は決し

て減っていってはいません。そも

そも、今の保育所はずっと待機者

対策で本来の定員より多いまま対

応してきました。減っていく見込

みがあるなら、ようやく本来の

ゆったりした定員に戻せるはずで

す。 

第五の分を立て替え、支援機能を

拡充させるのはいいですが、第三

は残して、多くの入所希望者を受

け入れられるようにすべきです。 

今回の保育所統合では、保育資源

を集約し、基幹型保育所として、

障がい児・医療的ケア児への対応

や市内の子育て関連施設との連携

推進など、公立保育所としての機

能強化を図っていくことを目指し

ています。 

なお、統合後の保育所の受け入れ

人数につきましては、第三保育所

及び第五保育所の現在の在籍児童

を全て受け入れることが可能な人

数を設定します。 

Ｃ 

５ 公立小学校の再編計画について 

児童の教育環境悪化や登下校の負

担を減らすため、今まで通りの小

学校区を維持した方が良いと考え

ます。 

大規模校より少人数学級でのゆっ

たりとした教育環境の方が、一人

ひとりに目をかけたゆとりある教

育ができるのは、周知の通りで

す。学校を統廃合するということ

現時点で、統廃合の実施などが決

定している学校はなく、すべて今

後の検討事項となっております。

また、学校の再編については、

様々な手法があることから、児

童・生徒・保護者や町会など多く

の地域の方々と検討し、実施して

いく必要があるものと認識してお

ります。 

そのため、今回のご意見も含め、
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は、わざわざ教育環境を悪化させ

る選択です。 

また、学区が広くなる事で、登校

時間が長くなり、近年の猛暑や台

風などの自然災害への危険度が増

します。もちろん低学年は、歩く

距離が短い方が体力的な負担が少

ないです。 

より良い教育環境をどのように確

保していくのか、丁寧に意見交換

を行いながら進めてまいります。 

６ 「3.再編プラン」について 

「3.再編プラン」の中に、水害時

の防災拠点についても付け加えた

ほうが良いと考えます。 

新市庁舎に震災時の防災拠点を置

くようですが、水害時には市庁舎

は水深 5m になる可能性があり、そ

の時は鶴瀬東 2 丁目の旧 JA に設置

する防災拠点・防災倉庫を使うと

聞いています。 

そのことも盛り込んだほうが良

い。 

本改訂案は、既存施設を対象とし

た富士見市公共施設個別施設計画

に基づくものであり、中央防災セ

ンター整備事業をはじめとする新

規事業の計画は含めていないこ

と、市役所の再編プランは、富士

見市新庁舎建設基本計画において

整理していることから、原案のま

まとします。 

なお、富士見市新庁舎建設基本計

画（P37）では、新庁舎の防災拠点

機能は、中央防災センターの運用

方法などを含めた市の災害対応体

制全体に配慮しながら整備するこ

ととしており、中央防災センター

については、備蓄品や資機材の倉

庫を設置するほか、庁舎に災害対

策本部を設置できなかった場合の

補完機能として考えております。 

Ｃ 

７ p20保育所統合整備 

校庭を突っ切って学童へ行ける？ 

現在同様、学童利用者は校庭を

学童(放課後児童クラブ）利用者の

登室については、安全性を確保す

ることを、プロポーザル入札にお

Ｃ 



通って学童へ行けるような設計に

してほしい 

ける要件とするなど、適切に対応

してまいりたいと考えておりま

す。 

８ p20保育所統合整備 

午睡時間と昼休時間について 

特に乳児は午前も夕方も睡眠が必

要な子が多いが、学校の敷地内で

はチャイムや小学生の声で眠れま

せん。本当に学校敷地内に建てる

のですか？睡眠の質が落ち、成長

に大きな支障がでます。 

同様の事例を確認し、対応可能で

あると考えておりますが、ご心配

いただいた点にも留意し、今後設

計等を行ってまいります。 
Ｃ 

９ p20保育所統合整備 

園庭校庭の仕切りは。 

児童の遊びが制限されないか。 

たまにの交流はいいが、頻繁に校

庭で園児、児童が混在しては、児

童の遊びが制限されてしまう心配

がある。校庭、園庭は区切ってほ

しい。 

保育所と学校については、安全性

等を確保するため、フェンス等で

区画することを予定しておりま

す。 
Ｃ 

１０ p20保育所統合整備 

保護者への説明会 

工事は学校の敷地内で行われるの

で、小学生やその保護者にも説明

会が必要だと思う。 

諏訪小学校の保護者の方を含め、

工事日程など適切に周知するとと

もに必要な意見聴取については、

適時・適切に実施してまいりたい

と考えております。 

Ｃ 

１１ p20保育所統合整備 

駐車場の場所も明確にしてほし

い。 

駐車場につきましては、必要な台

数を確保できるよう検討を進めて

おります。なお、令和８年度に予

定している事業者選定（プロポー

ザル入札）の特性上、事業者選定

の中で施設配置などを定める予定
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であり、現状確定しておりません

ので、ご理解いただきますようお

願い申し上げます。 

１２ p20保育所統合整備 

子どもの人権条約、子ども基本法

子どもに関わるものなので、建設

に関して小学生や園児（年長くら

い？）にも今回の建設について声

を、意見を聞く必要性が十分にあ

る。そして、それを反映させなく

てはならない。学童の指定管理者

を市が勝手に決めたことで、とて

も大きな混乱が起きた。同じ事を

繰り返さないでください。また、

学校 PTA など保護者にも意見聴取

を求めます。 

意見聴取については、より充実し

た保育が実現できるよう、公立保

育所に勤務する保育士、及び第三

保育所、第五保育所へ通所する園

児の保護者を対象に実施しており

ます。 

子どもに対する意見聴取について

は、その方法も含め、検討してま

いります。 

また、諏訪小学校の保護者の方を

含め、工事日程など適切に周知す

るとともに必要な意見聴取につい

ては、適時・適切に実施してまい

りたいと考えております。 

Ｃ 

１３ P20-23 の②再編プラン№２第三・

第五保育所の統合整備について 

音環境に関する検討内容の明示 

小学校と保育園が隣接する計画で

あるため、双方の活動音が教 

育・保育環境に与える影響につい

て、設計段階でどのような検討を

行ったのか明示していただきた

い。 

・小学校の休み時間、体育、チャ

イム、放送等の音が、保育園 

（特に乳児の午睡）に与える影響 

・保育園の体操、行事練習、園児

再編プランの作成にあたっては、

様々な環境の保育所の視察を行

い、音の影響についても十分に認

識した上で検討を進めておりま

す。 

ご質問の設計段階での検討です

が、設計は令和９年度を予定して

おります。ご意見の趣旨は理解し

ており、市としましても、学校隣

接という環境も踏まえ内容の精査

を行い、適切な環境を提供できる

よう努めてまいります。 
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の活動音が小学校の授業環境 

に与える影響 

遮音性能の目標値、建築上の対

策、運用面での時間調整など、 

具体策の提示を求める。 

１４ P20-23 の②再編プラン№２第三・

第五保育所の統合整備について 

校庭・園庭利用計画の明確化 

小学校校庭を園庭として利用する

想定の有無を明確にしていただき

たい。 

共用を想定する場合は、 

・安全確保策 

・利用時間の分離方法 

・事故発生時の責任体制 

を具体的に示すべきである。 

保育所の園庭は別途設ける想定で

す。小学校校庭を園庭とする考え

はありません。 

Ｃ 

１５ P20-23 の②再編プラン№２第三・

第五保育所の統合整備について 

用地選定の検討経過について本計

画において、なぜ諏訪小学校敷地

内が最適と判断されたのか、その

選定理由および他候補地との比較

検討内容を明示していただきた

い。 

例えば、 

・諏訪小学校横の職員駐車場 

・文化の杜公園の一部 

・諏訪小学校横のゲートボール場

など、周辺用地を含めた検討が行

われたのか、検討した場合は評価

用地選定の検討にあたっては、両

保育所に近く、一定の広さを有す

る公有地を前提に、交通利便性、

既存公共施設の連携などを総合的

に勘案し、選定を行いました。 

諏訪小学校横の職員駐車場につい

ては、体育館や公園、図書館の利

用者を対象とし、利用者が多い土

日祝日に一般開放しております。

大会やイベント開催時など様々な

場面で利用していることから活用

は難しいと判断いたしました。 

また、文化の杜公園については、

十分な敷地の確保が難しく、保育
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基準および除外理由を示すべきで

ある。 

また、諏訪小学校へ通う児童及び

保護者への説明がないので、行う

べきである。 

所と公園の機能の両立に課題があ

りました。 

諏訪小学校横のゲートボール場

は、敷地が不足していること加

え、検討時点で既に廃止してお

り、土地も所有者へ返還済みでし

た。 

こうした点を比較検討し、教育環

境など運営への影響も十分に考慮

した上で、諏訪小学校を選定致し

ました。あわせて、小学校、放課

後児童クラブ、児童館が隣接して

おり、連携が図りやすい立地であ

ることもメリットの一つとして、

総合的に判断したものとなりま

す。 

また、諏訪小学校の保護者の方を

含め、工事日程など適切に周知す

るとともに必要な意見聴取につい

ては、適時・適切に実施してまい

りたいと考えております。 

１６ 再編プラン№９出張所の在り方

（P38～40）について 

改定案には市内 6 ヶ所の出張所の

統廃合を意図する内容が盛り込ま

れています。デジタル技術を活用

して市の施設、組織の簡略化、利

便性を目指していることに私たち

は反対している訳ではありませ

ん。しかし、それによって出張所

今後の人口減少や自主財源の減少

を踏まえると、公共施設マネジメ

ントの観点から、市民サービスを

維持・向上させつつ、施設の集約

を進め、施設総量の適正化を図る

ことが必要と考えております。そ

のため、出張所において、どのよ

うな市民サービスの提供方法が将

来にとって最も効率的・効果的
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窓口での職員による市民へ細やか

な対応、サービスが縮小すること

には反対です。 

か、市民の皆さまのご意見を踏ま

えながら、必要な機能の配置や提

供方法など、施設の在り方の検討

をしてまいりたいと考えておりま

す。 

１７ 新庁舎整備事業について 

新庁舎整備事業費増額などを踏ま

え、人口減少を前提とした庁舎規

模・財政計画になっているので

しょうか。豪華な庁舎よりも市の

実状にあったコンパクトな市役所

新庁舎を望みます。 

建設コスト上昇の影響を抑えるた

め、新庁舎の規模については、こ

れまでの間、様々な検討を行い、

窓口や諸室等の共用化、効率化を

図るとともに、将来の見通し等も

踏まえ、面積削減に取り組んでき

ました。基本設計時点の新庁舎の

規模は、令和 3 年度策定の庁舎整

備に関する基本方針で示した他自

治体の事例等を基に算定した庁舎

面積よりもコンパクトな設計と

なっています。今後におきまして

も、安全性や利便性、将来の柔軟

性を損なうことなく、コストの縮

減が図れるように努めていきま

す。 
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１８ 新庁舎整備事業について 

現在の庁舎横に新庁舎を建設する

とのことですが、元々は海であっ

たこの地域の地盤の弱さはいくら

耐震化に予算をかけても大きな不

安が残ります。さらに地球温暖化

の影響下で、昨今多発するゲリラ

豪雨による洪水の危険性も、立地

上、逃れる事はできません。新庁

新庁舎の基礎形式は、地盤調査の

結果を踏まえ、軟弱な土地での建

設工事によく使われる杭基礎を用

いる計画としています。 

また、新庁舎の場所については、

市民や大学教授などで構成される

富士見市庁舎整備検討審議会にお

いて検討を行っていただきまし

た。新庁舎の場所は、現庁舎敷地

Ⅾ 



舎建設検討委員会は、この様な問

題点をどのように検討されたのか

疑問に感じます。 

のほか、高台の市有地や民地も候

補地として審議いただき、都市計

画法などの法的規制や防災、市の

財政負担、まちづくりの視点など

も踏まえ、現庁舎敷地を最も有力

な候補地とする旨の答申をいただ

きました。答申では、現庁舎敷地

は浸水想定区域内であることか

ら、必要な防災上の対策を十分に

検討すべきとの意見もいただいて

おり、基本設計におきまして、窓

口機能は２階以上に設置する、２

階フロアレベルは想定浸水レベル

以上とする、免震部材は浸水に強

い部材とするなどの浸水対策を施

した計画としています。 

１９ まちづくりについて 

3 駅を中心に商店街の整備や住宅

の開発を進め、公共施設の充実を

はかり、郊外の自然環境を残し活

かすことが将来の人口減を食い止

めていくことにつながります。そ

の様な魅力ある住みやすい街づく

りをしていく事が、富士見市の将

来を次の世代に託す現在の私たち

の役割ではないかと思い、提案さ

せていただきます。今一度、市

は、住民福祉の向上という視点も

踏まえ検討するべき。 

市の都市計画マスタープランにお

いて、市街化区域の３駅周辺では

日常生活の拠点にふさわしい多様

な都市機能の集積と良好なまち並

みづくりを進め、市街化調整区域

においては、田園環境や農業生産

基盤を維持しながら、自然環境と

調和した秩序ある計画的な土地利

用を進めることとしております。 

今後におきましては、持続可能で

コンパクトな都市構造の形成を目

指してまいります。 

公共施設の再編の検討にあたって

も、こうした観点や住民福祉の向

Ｃ 



上の視点も踏まえながら、検討を

進めてまいります。 

 

  


